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(57)【要約】
【課題】輝度ムラを解消し、照明品位を向上させる。
【解決手段】ケース１０と、ケースの後面側に配置され
た回路基板２と、ケースの前面側に配置され、遮光面上
に透光性の表示意匠を有した文字板１と、回路基板上に
搭載され、ケースに設けられた開口１５を通して前方へ
向けて光を放射する光源３と、ケースと一体に形成され
ることで光源の前方正面を覆うように配置され、光源か
ら放射される直接光を一旦後方へ向けて反射させる覆い
壁１６と、ケースの開口の周囲に設けられ、覆い壁で反
射された光を前方へ向けて反射させることで、文字板を
背面から間接照明する反射面１９とを具備した自動車用
計器の照明構造において、前記覆い壁１６に、光源から
の直接光が文字板の表示意匠に進行する光路を遮断する
輝度調整リブ１８が設けられている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車用計器のケースと、該ケースの後面側に配置された回路基板と、前記ケースの前
面側に配置され、遮光面上に透光性の表示意匠を有した文字板と、前記回路基板上に搭載
され、前記ケースに設けられた開口を通して前方へ向けて光を放射する光源と、前記ケー
スと一体に形成されることで前記光源の前方正面を覆うように配置され、前記光源から放
射される直接光を一旦後方へ向けて反射させる覆い壁と、前記ケースの開口の周囲に設け
られ、前記覆い壁で反射された光を前方へ向けて反射させることで、前記文字板を背面か
ら間接照明する反射面と、を具備した自動車用計器の照明構造において、
　前記覆い壁に、前記光源からの直接光が前記文字板の表示意匠に進行する光路を遮断す
る輝度調整リブが設けられていることを特徴とする自動車用計器の照明構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車用計器の照明構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図６は従来の自動車用計器の例としてのスピードメータの構成を示す正面図、図７はそ
の内部構成を示す断面図である。この種の自動車用計器の照明構造の例は、例えば特許文
献１などに示されている。
【０００３】
　図６及び図７において、１１０は樹脂成形品よりなるケースを示している。ケース１１
０の前面側には文字板１０１が配置され、ケース１１０の後面側には回路基板１０２が配
置され、回路基板１０２の後方には裏カバー１０４が配置されている。また、文字板１０
１の周囲には見返し１０７が配置され、文字板１０１及び見返し１０７の前方には表ガラ
ス１０６が配置されている。また、文字板１０１の前面には、ムーブメント１２０によっ
て駆動される指針１０８が配置され、文字板１０１上には、指針１０８の先端の移動する
軌跡に沿って、数字１０１Ａや目盛１０１Ｂや文字１０１Ｃ等の表示意匠が設けられてい
る。これらの表示意匠は、透光性を有した部分として構成されており、文字板１０１の背
面からＬＥＤ等の光源１０３によって照明されることで、表ガラス１０６を通して見た際
に明るく発光して見えるようになっている。
【０００４】
　ケース１１０には、文字板１０１の表示意匠が形成された領域を照明するための表示意
匠用の照明部１１１と、ウォーニング意匠用の照明部１１３とが設けられている。回路基
板１０２上には、表示意匠用の照明部１１１に光を供給する要素として、複数の光源１０
３が搭載されている。各光源１０３は、ケース１１０に設けられた開口１１５を通して前
方へ向けて光を放射するようになっており、光源１０３の前方正面には、ケース１１０と
一体に形成された覆い壁１１６が設けられている。この覆い壁１１６は、光源１０３の前
方正面を覆い、光源１０３から前方へ向けて放射される直接光を一旦斜め後方へ向けて反
射させるもので、覆い壁１１６からの反射光は、ケース１１０の開口１１５の周囲に設け
られた反射面１１８にて再度前方へ向けて反射され、間接光として文字板１０１を背面側
から照明し、表示意匠（数字１０１Ａや目盛１０１Ｂや文字１０１Ｃ等）を発光させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－４７１２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記従来例のように、単純に光源１０３の前方正面に覆い壁１１６を設ける
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だけでは、表示意匠の一部に光源１０３からの直接光がそのまま届いてしまうことがあり
、そうすると、その部分だけが他の部分よりも明るく光り、輝度ムラが生じて照明品位が
低下する問題が発生することがあった。
【０００７】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、輝度ムラを解消し
、照明品位を向上させることのできる自動車用計器の照明構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前述した目的を達成するために、本発明に係る自動車用計器の照明構造は、下記（１）
を特徴としている。
　（１）　自動車用計器のケースと、該ケースの後面側に配置された回路基板と、前記ケ
ースの前面側に配置され、遮光面上に透光性の表示意匠を有した文字板と、前記回路基板
上に搭載され、前記ケースに設けられた開口を通して前方へ向けて光を放射する光源と、
前記ケースと一体に形成されることで前記光源の前方正面を覆うように配置され、前記光
源から放射される直接光を一旦後方へ向けて反射させる覆い壁と、前記ケースの開口の周
囲に設けられ、前記覆い壁で反射された光を前方へ向けて反射させることで、前記文字板
を背面から間接照明する反射面と、を具備した自動車用計器の照明構造において、
　前記覆い壁に、前記光源からの直接光が前記文字板の表示意匠に進行する光路を遮断す
る輝度調整リブが設けられていること。
【０００９】
　上記（１）の構成の照明構造によれば、文字板照明用の間接光を作り出すために光源の
前方正面に配置した覆い壁に輝度調整リブを一体に形成し、その輝度調整リブの働きによ
り、光源からの直接光が文字板の表示意匠に到達しないようにすることができるので、文
字板の表示意匠への直接光の影響を無くすことができる。従って、ケースの形状の若干の
変更のみで、容易に輝度ムラを解消することができて、照明品位を向上させることができ
る。また、文字板の表示意匠に光源からの直接光が進行する光路のみを輝度調整リブで遮
断することができるので、覆い壁で反射した光が周囲に拡散するのを極力邪魔しないよう
にすることができ、文字板を背後から照明する間接光の明るさを阻害することがない。な
お、輝度調整リブは、必要に応じて１個または複数個設けることができると共に、輝度調
整リブの大きさや高さを変えることで、多様な輝度ムラに対応させることができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、文字板の表示意匠の輝度ムラを解消し、照明品位を高めることができ
る。
【００１１】
　以上、本発明について簡潔に説明した。更に、以下に説明される発明を実施するための
形態を添付の図面を参照して通読することにより、本発明の詳細は更に明確化されるであ
ろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態の照明構造に使用する自動車用計器のケースの正面図である。
【図２】前記ケースの背面側から見た部分斜視図である。
【図３】本発明の実施形態の照明構造の部分断面図である。
【図４】本発明の実施形態の照明構造に対する比較例を示す図で、輝度調整用リブが無い
場合の部分断面図である。
【図５】図４の構成により表示意匠の一部の輝度が強まって輝度ムラが発生した状態を示
す文字板の部分正面図である。
【図６】従来の自動車用計器の例としてのスピードメータの正面図である。
【図７】（ａ）は図６のスピードメータの断面図、（ｂ）は（ａ）のＶＩＩｂ部の拡大図
である。
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【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
　図１は本発明の実施形態の照明構造に使用する自動車用計器のケースの正面図、図２は
前記ケースの背面側から見た部分斜視図、図３は本発明の実施形態の照明構造の部分断面
図、図４は本発明の実施形態の照明構造に対する比較例を示す図で、輝度調整用リブが無
い場合の部分断面図、図５は図４の構成により表示意匠の一部の輝度が強まって輝度ムラ
が発生した状態を示す文字板の部分正面図である。
【００１４】
　図３に示すように、この照明構造は、主要部品としての樹脂成形品よりなるケース１０
を有している。ケース１０の前面側には文字板１が配置され、ケース１０の後面側には回
路基板２が配置され、回路基板２の後方には裏カバー４が配置されている。また、いずれ
も図示しないが、文字板１の周囲には見返しが配置され、文字板１及び見返しの前方には
表ガラスが配置されている。また、文字板１の前面には、ムーブメントによって駆動され
る指針が配置され、文字板１上には、指針の先端の移動する軌跡に沿って、数字や目盛や
文字等の表示意匠が設けられている。これらの表示意匠は、透光性を有した部分として構
成されており、文字板１の背面からＬＥＤ等の光源３によって照明されることで、表ガラ
スを通して見た際に明るく発光して見えるようになっている。
【００１５】
　図１及び図２に示すように、ケース１０には、文字板１の表示意匠が形成された領域を
照明するための表示意匠用の照明部１１、指針軸部の支持部１２やウォーニング意匠用の
照明部１３が設けられている。回路基板２上には、表示意匠用の照明部１１に光を供給す
るための複数の光源３が搭載されている。各光源３は、ケース１０に設けられた開口１５
を通して前方へ向けて光を放射するものであり、光源３の前方正面には、光源３の前方正
面を覆うように覆い壁１６が設けられている。覆い壁１６はケース１０と一体に形成され
、複数本の脚部１７により、光源３から所定の距離を隔てた位置に保持されている。そし
て、脚部１７の間から光が周囲へ出ていくようになっている。
【００１６】
　この覆い壁１６は、光源３から前方へ向けて放射される直接光を一旦斜め後方へ向けて
反射拡散させるものであり、この覆い壁１６にて反射した光は、図３に示すケース１０の
開口１５の周囲に設けられた反射面１９にて再度前方へ向けて反射されて、文字板１を背
面から間接的に照明し表示意匠を発光させる。
【００１７】
　ところで、この覆い壁１６は、光源３からの直接光が前方へ行かないようにするもので
あるが、例えば、図４及び図５に示すように、中には覆い壁１６から漏れた直接光が、文
字板１の表示意匠（数字１Ａや目盛１Ｂ等）の一部に届いてしまうことがある。そうなる
と、表示意匠上に他の部分よりも明るい点（輝度大のポイント）が生じてしまう。図４中
の２００で示すものは、光源３からの直接光の光路であり、２０１は、その光路２００を
通った直接光が文字板１に届いてできる輝度大のポイントである。
【００１８】
　そこで、本実施形態の照明構造では、光源３の直接光による輝度ムラを解消する目的で
、図２及び図３に示すように、覆い壁１６の内面（光源３側の壁面）に、光源３からの直
接光が文字板１の表示意匠に進行する光路を遮断する輝度調整リブ１８を設けている。
【００１９】
　このように、輝度調整リブ１８を設けることによって、光源３からの直接光が文字板１
の表示意匠に到達しないようにすることができるので、文字板１の表示意匠への直接光の
影響を無くすことができる。従って、ケース１０の形状の若干の変更のみで、容易に輝度
ムラを解消することができて、照明品位を向上させることができる。例えば、輝度調整リ
ブ１８がない場合は、図４及び図５に示すように、光源３からの直接光が文字板１の表示
意匠（数字１Ａや目盛１Ｂ等）の一部に届いてしまうことで輝度ムラが発生してしまうこ
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接光の遮断により輝度大のポイントを無くすことができるので、輝度ムラを解消すること
ができる。
【００２０】
　また、本実施形態の照明構造のように、文字板１の表示意匠に光源３からの直接光が進
行する光路のみを輝度調整リブ１８で遮断する場合は、覆い壁１６で反射した光が周囲に
拡散するのを極力邪魔しないようにすることができるので、文字板１を背後から照明する
間接光の明るさを阻害することがない。なお、輝度調整リブ１８は、必要に応じて１個ま
たは複数個設けることができるし、輝度調整リブ１８の大きさや高さを変えることで、多
様な輝度ムラに対応させることができる。
【００２１】
　また、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、適宜、変形、改良、等
が可能である。その他、上述した実施形態における各構成要素の材質、形状、寸法、数、
配置箇所、等は本発明を達成できるものであれば任意であり、限定されない。
【符号の説明】
【００２２】
　１　文字板
　１Ａ　数字（表示意匠）
　１Ｂ　目盛（表示意匠）
　２　回路基板
　３　光源
　１０　ケース
　１５　開口
　１６　覆い壁
　１８　輝度調整リブ
　１９　反射面
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